
 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」開催要綱 

 

１ 背景・目的 

 本タスクフォースは、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以

下「検討会」という。）及びその下で開催される各ワーキンググループにおいて、デジ

タル時代においてＮＨＫが担うべき役割について議論が進められる中、ＮＨＫによる

「日本の放送業界への貢献」という観点も踏まえ、「放送業界に係るプラットフォー

ム」としての役割について、具体的な検討を行うことを目的とする。なお、既に検討

会及びワーキンググループの検討項目となっているものも含め、本タスクフォースで

一括して集中的に議論を行うものとする。 

 

２ 名称 

 本タスクフォースは「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスク

フォース」と称する。 

 

３ 検討項目 

（１）地上波放送の中継局 

（２）衛星放送の番組制作 

（３）インターネット配信 

（４）衛星放送 

（５）国際発信 

（６）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本タスクフォースの主査は、検討会座長が指名する。本タスクフォースの構成

員は、主査が指名する。 

（２）主査は、本タスクフォースを招集し、主宰する。 

（３）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。 

（４）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本タスクフォース

を招集する。 

（５）主査は、必要に応じ、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして追加する

ことができる。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（７）その他、本タスクフォースの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本タスクフォースの会議は、原則として公開とする。ただし、公開することに

より当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある

場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本タスクフォースの会議で使用した資料及び議事要旨については、原則として

公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに
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公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合について

は、非公開とする。 

 

６ その他 

本タスクフォースの庶務は、情報流通行政局放送政策課が行い、必要に応じて関

係課と連携して行うものとする。  



 

（別紙） 

 
「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」 

構成員名簿 
 

（敬称略・五十音順） 
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＜オブザーバ＞  

 日本放送協会 

 一般社団法人日本民間放送連盟 

 


